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公益財団法人広島大学教育研究支援財団 役員等の報酬等に関する規程 

 

（目的） 

第１条 ↓─ │⁸ ┘ ⌐ ∆╢ 18 48

⌐⅔™≡ ∆╢ ⁸ ┘ ┘⌐

┘ ─ ⌐ ∆╢ 18 49 ┘

┘ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ─ ┘

┘⌐ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ┘⌐ ─ ─ ⌐≈™≡ ╘

╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

（報酬） 

第２条 ─ │⁸ ≤∆╢⁹ 

 

（費用弁償） 

第３条 ⌐ ⇔≡─ │ ╦⌂™⁹ 

 

 （支給基準の改廃） 

第４条 ↓─ ─ │⁸ ─ ⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 

 （補則） 

第５条 ↓─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜ ⌐ ╘╢⁹ 

 

附 則 

 ↓─ │⁸ ─ ─ ─ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

 


